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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 箱本体の開口を開閉する蓋に組み込まれて、前記箱本体に設けられた掛止部に係脱する
ロックレバーと、前記ロックレバーを前記掛止部と係合する係合位置方向へ付勢している
付勢部材と、前記ロックレバーを前記係合位置より解除位置へ切り換える操作部とを有し
た保冷箱のラッチ装置において、
　前記蓋は、蓋側壁に設けられた取付部に装着され、前記蓋の側面部分と略面一となり、
前記蓋の対応部との間で前記掛止部を下開口より内側へ挿入可能な空間部を形成し、かつ
下側の一部を開口しているカバーを有し、
　前記ロックレバーは、前記掛止部に係脱する係合部と、前記操作部とを横並びに一体に
形成しており、前記カバーに対し所定角だけ回動可能に枢支されて、前記付勢部材により
前記空間部を形成している前記カバーの外側立壁部の内面方向へ付勢されると共に、前記
カバー下側の開口に露出配置している前記操作部を前記蓋の外側から内側方向へ押圧する
ことにより前記付勢部材の付勢力に抗し回動されて前記係合位置より解除位置へ切り換え
られることを特徴とする保冷箱のラッチ装置。
【請求項２】
 前記操作部が、外面に横に細長い指掛け用の凹部を形成している請求項１に記載の保冷
箱のラッチ装置。
【請求項３】
 前記ロックレバーが前記掛止部に係合した状態で、前記蓋を開閉する際の回動ヒンジを
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兼ねる請求項２に記載の保冷箱のラッチ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、保冷箱のラッチ装置として、特に蓋の回動ヒンジを兼ねるような場合にも好適
に使用可能なものである。
【０００２】
【従来の技術】
図８は保冷箱に適用された従来のラッチ構造例を示している。図８（ａ）のラッチ装置は
、下記特許文献１に開示されているもので、箱本体６０の掛止部６１に対応して蓋６５に
取り付けられたブラケット５１と、ブラケット５１にピン５２を介して枢支されたロック
レバー５３とを有している。ブラケット５１は掛止部６１を受け入れる下向きに開口した
係合凹部５１ａを形成している。ロックレバー５３は、下端側の操作部５３ａと、内側に
突設されて係合凹部５１ａに入った掛止部６１を抜け止めする片部５３ｂとを形成してい
る。そして、このラッチ装置では、蓋６５を箱本体６０に載せて、ロックレバー５３を蓋
側へ回動操作すると、片部５３ｂが係合凹部５１ａに入った掛止部６１を下側から抱き込
むようにして抜け止め係合する。この係合は、箱本体６０に設けられた窪み部６０ａから
操作部５３ａの内側に指等を差し入れて、ロックレバー５３を外側へ引き出すよう回動す
ることで解除される。なお、この構造では付勢部材が使用されていないが、ロックレバー
５３を係合方向へ付勢して、掛止部６１に対する片部５３ｂの不用意な外れを防ぐことも
可能である。
【０００３】
図８（ｂ）のラッチ装置は、下記特許文献２に開示のもので、箱本体６２の掛止部６３に
対応して蓋６６に設けられた凹部６６ａと、凹部６６ａの縦壁に突出されて掛止部６３の
一部に当接する外側切欠部６４ａを形成しているリブ６４と、凹部６６ａにピン５６を介
し枢支された操作レバー５５と、操作レバー５５の内側に突設された爪状片５７と、操作
レバー５５を凹部６６ａ側へ付勢している付勢部材５８とを有している。以上のラッチ装
置では、蓋６６を箱本体６２に載せて蓋閉状態にするとき、操作レバー５５が掛止部６３
に当たる爪状片５７の応力により外側へ一旦逃げ、爪状片５７が掛止部６３の下側へ回り
込み、同時に、外側切欠部６４ａが掛止部６３の上及び内側面と当接することで掛止部６
３に対して係合する。この係合は、箱本体６２に設けられた窪み部６２ａから操作レバー
５５の内面に指等を差し入れて、操作レバー５５を付勢部材５８の付勢力に抗し蓋外側へ
回動すると、爪状片５７が掛止部６３から離れて解除される。
【０００４】
【特許文献１】
特開平９－２６８８３３号公報（第２～第４頁、図１～図４）
【特許文献２】
実用新案登録第２５８８７７８号公報（第２～第３頁、図１～図９）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記したような従来保冷箱のラッチ装置では次の観点から問題を有している。
第１に、従来装置では、ロックレバー５３や操作レバー５５が指をレバー内面側に引っ掛
けて蓋外側へ回動操作することで係合を解除するため、蓋閉状態で指を入れる箇所である
窪み部６０ａ，６２ａを箱本体６０，６２に比較的大きく形成しなければならない。これ
に起因して、蓋閉状態つまり保冷箱の外観が悪くなる。外観特性は、保冷箱が屋外で使用
されることが多いため商品価値を決める重要事項であり、多少なりとも向上したい。
第２に、保冷箱は、釣舟や車両等の決められた箇所に多数個を接近しておかれることも多
く、その場合、ラッチ装置が前記したロックレバー５３や操作レバー５５を蓋外側へ回動
して係合解除する構成だと、スペース的に蓋を開操作できないことも生じる。また、開操
作では、蓋が保冷構造の関係から荷重も大きくなっており、例えば、ロックレバー５３や
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操作レバー５５の内面側に指を入れて蓋外側へ引き出して係合解除した後、手で蓋側部を
把持して持ち上げなくてはならず、使い勝手が悪い。
第３に、保冷箱では、蓋が両側のラッチ装置を介し開閉され、箱本体から外される開状態
と、一方のラッチ装置を回動ヒンジとして箱本体の片側へ回動される片開き状態とを選択
可能にしている。従って、ラッチ装置は、複数使用となるため蓋への組み付け性等を良好
にしてコスト低減を図りたい。しかし、従来装置では蓋に各部材を順次組み付けたり、蓋
側の加工も複雑となるため改善し難い。
【０００６】
本発明の目的は、以上の課題を解消して、特に、外観特性を良好にでき、蓋開操作の制約
をなくして使い勝手を向上し、要部をユニット化して部品取扱と管理及び蓋への組み付け
性に優れた保冷箱のラッチ装置を実現することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため本発明に係る保冷箱のラッチ装置は、図１～図７の例で特定す
ると、箱本体１の開口を開閉する蓋２に組み込まれて、前記箱本体１に設けられた掛止部
１６に係脱するロックレバー３０と、前記ロックレバーを前記掛止部１６と係合する係合
位置方向へ付勢している付勢部材７と、前記ロックレバー３０を前記係合位置より解除位
置へ切り換える操作部３２とを有したラッチ装置３において、前記蓋２は、蓋側壁に設け
られた取付部２６に装着され、前記蓋の側面部分と略面一となり、前記蓋の対応部との間
で前記掛止部１６を下開口より内側へ挿入可能な空間部Ｓを形成し、かつ下側の一部を開
口４２しているカバー４を有し、前記ロックレバー３０は、前記掛止部１６に係脱する係
合部３３と、前記操作部３２とを横並びに一体に形成しており、前記カバー４に対し所定
角だけ回動可能に枢支されて、前記付勢部材７により前記空間部Ｓを形成している前記カ
バーの外側立壁部（例えば、カバー４における外壁４０の壁部分４０ｂ）の内面方向へ付
勢されると共に、前記カバー下側の開口４２に露出配置している前記操作部３２を前記蓋
２の外側から内側方向へ押圧することにより前記付勢部材７の付勢力に抗し回動されて前
記係合位置より解除位置へ切り換えられることを特徴としている。
【０００８】
（要部作動等）以上の構造では従来品に対し次のような点が改善されている。
ア）まず、保冷箱（蓋閉状態）の外観設計では、操作部が蓋の外から内側へ押圧する構成
を採用したことから、上記従来品のごとく箱本体に指差し込み用の窪み部を設ける必要が
なく、又、蓋に設けられる操作部用の開口も小さくできるため、外観見栄えを良好にした
りデザインの自由度を拡大できる。
イ）蓋を閉状態から開状態にする場合は、操作部を付勢部材の付勢力に抗して蓋の内側へ
押圧操作すると、ロックレバーが前記押圧により回動されて箱本体の掛止部に対する係合
を解除する。従って、発明のラッチ装置では、蓋荷重が大きい態様でも、使用者が操作部
を蓋内側へ押した状態から蓋を連続して持ち上げることができるため、従来のごとく操作
部を蓋の外側へ引き出した後、手で蓋側部を把持すると言うような煩雑性を解消して使い
勝手を改善可能にし、又、蓋内側への押圧構成により課題に挙げたスペース上の制約を緩
和できる。
ウ）蓋を再び閉状態にする場合は、蓋を箱本体の開口を塞ぐよう重ねると、ロックレバー
が箱本体の掛止部に当たる応力により蓋の内方向へ回動して一旦逃げた後、掛止部を通過
したときに付勢部材の付勢力により元の係合位置に戻って掛止部に対して係合する。この
作動は、操作部がロックレバーと同方向、つまり蓋の内側へ回動又は揺動する点で、操作
部が蓋の外側へ動かされる図８（ｂ）の構成と相違し、係合切換時の違和感も緩和できる
ようにする。
【０００９】
　エ）前記ロックレバー３０が前記掛止部１６に係脱する係合部３３と、前記操作部３２
とを横並びに一体に形成しているため、部材数を少なくでき、又、図８（ｂ）の構成に対
し動く部分が極力見えなくなる利点も具備できる。
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　オ）前記蓋２に取り付けられて、前記蓋２の対応部（例えば、下段差２７）との間で前
記空間部Ｓを形成しているカバー４を有し、前記ロックレバー３０及び付勢部材７並びに
操作部３２を前記カバー４に配置できるため、ラッチ装置がユニット化されて、取扱性及
び蓋への組み付け性等を改善できる。また、蓋形状がカバーによっても変更し易くなる。
　カ）前記カバー４が、前記蓋２の側面部分と略面一になるよう形成されていると共に、
一部を開口４２し、前記操作部３２を前記開口に露出配置しているため、例えば、操作部
３２がカバーの開口により縁取りされた状態となって見栄えを向上できるようにする。
　以上の本発明は請求項２と３のような展開を可能にする。
・請求項２では、前記操作部３２が、外面に横に細長い指掛け用の凹部３２ａを形成して
いるため、前記した係合解除するとき、凹部に指や手先を入れることで滑りを防いだり蓋
を連続して持ち上げ易くする。
・請求項３では、前記ロックレバー３０が前記掛止部１６に係合した状態で、前記蓋２を
開閉する際の回動ヒンジを兼ねるため、ラッチ装置３の汎用性が従来と同じく維持される
。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態を図１～図７を参照して説明する。図１は蓋を箱本体から外した態様で
示す保冷箱の概略図であり、図２～図４は図１のラッチ装置の構成を示している。図２（
ａ）はラッチ装置の正面図、同（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿った拡大断面図、同（ｃ）
は（ａ）のＢ－Ｂ線に沿った拡大断面図である。図３はラッチ装置を分解した部材関係を
示す図である。図４（ａ）はカバーを背面から見た模式図、同（ｂ）はロックレバーを背
面から見た模式図、同（ｃ）はカバーの側面図、同（ｄ）はロックレバーの側面図である
。図５～図７は蓋を開閉する際の作動図である。以下、対象の保冷箱及びラッチ装置を詳
述した後、蓋開閉時の作動等に言及する。なお、この形態は本発明を制約するものではな
い。
【００１１】
（保冷箱）形態の保冷箱は、箱本体１と、箱本体１の開口を開閉する蓋２と、蓋２の両側
に設けられて箱本体１（の掛止部１６）に蓋２を係脱するラッチ装置３とを備えている。
このうち、箱本体１は、上開口した矩形立体であり、長い対向側壁１１，１１及び短い対
向側壁１２，１２と、底壁１３とで収容部を区画形成している。壁構造は、輪郭を形成し
ている樹脂製の殻体が断熱材１４（図５参照）を内充填して比較的厚くなっている。両側
壁１１には、左右に延びて上端面の外縁側を欠如した段差１５が設けられている。該段差
１５は、左右中間部分１５ａが若干低くなっている。中間部分１５ａの両側には掛止部１
６が設けられている。従って、掛止部１６は片側で２箇所、両側で４箇所設けられている
。各掛止部１６は、軸１７を取付ブラケット１８に対し水平に支持した例であるが、取付
部及び軸部を硬質樹脂等で一体に形成してもよい。両側壁１２には、下側の前後略中間を
逆凹状の欠如部１９ａにし、該欠如部１９ａ内に小膨出部１９ｂが設けられている。該小
膨出部１９Ｂは水抜き用のドレーン部である。なお、図面上は、取っ手や肩掛けベルト等
を連結する取付部材を省略したが、実際は箱本体１の対向側壁１２，１２にあって、図１
の符号Ｍの箇所に前記取付部材等が付設されている。
【００１２】
前記蓋２は、箱本体１の上開口を一体的に塞ぐ大きさであり、長い対向側壁２１，２１及
び短い対向側壁２２，２２と、上下壁２３，２４とで区画されている。壁構造は、輪郭を
形成している樹脂製の殻体が断熱材２５（図５参照）を内充填して比較的厚くなっている
。両側壁２１には、前記段差１５に対応してラッチ装置用の取付部２６が設けられている
。各取付部２６は、図５で説明すると、下壁２４の縁側を上壁２３に近づけた下段差２７
と、上壁２３の縁側を後述するカバーの板厚分だけ低くした上段差２８とで形成されてい
る。下壁２４には、箱本体１の開口縁部に対向して装着された略枠状のシール材２９が装
着されている。該シール材２９は、蓋２が箱本体１を閉じ、かつ、両側のラッチ装置３を
対応する掛止部１６に係合したロック状態で、箱本体１の開口縁部に圧接して空気漏れを
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防ぐ。シール構造としては、シール材２９と箱本体１の開口縁部との間、つまり当接面に
対し凸又は凹凸等が必要に応じて付設される。以上の蓋２は、箱本体２に対し両側のラッ
チ装置３を介し閉じた取付態様（図７の蓋閉状態）及び完全開となる離脱態様（図５の蓋
開状態）と、両側のラッチ装置３の一方を回動ヒンジとした片開き態様（図６の片開き状
態）とに切り換えられる。
【００１３】
（ラッチ装置）このラッチ装置３の構成は、ロックレバー３０がカバー４に対しブラケッ
ト５、シャフト６を介し所定角だけ回動可能に枢支され、コイル形付勢部材７を介し係合
位置方向へ付勢されている。カバー４及びロックレバー３０は樹脂成形品であり、ブラケ
ット５及びシャフト６は金属製である。このうち、カバー４は、縦断面が略逆Ｌ形であり
、蓋２の取付部２６に装着された状態で、外壁４０が蓋２の対応部外面と略面一となる形
状である。外壁４０は、図２～図４で説明すると、両側壁４１と、下側の左右中間部に設
けられた開口４２とを有し、取付部２６に配置したとき、下側が蓋２の対応部下側へ張り
出し、該張出部が箱本体１の段差１５にほぼ収まる大きさである。外壁４０の内面（背面
）には、上側に位置して両側壁４１に連結している横リブ４３と、左右に位置して横リブ
４３から下向きに突出された位置決め用突起４４と、外壁４０を構成している略水平状の
上面４０ａの内側に突出された爪４５と、上面４０ａと横リブ４３との間に位置して両側
付近に突出された縦リブ４６と、横リブ４３の下側に位置して横及び縦に複数突出された
リブ４８等が設けられている。横リブ４３は、外壁４０の略水平状の上面４０ａとの間に
蓋側取付部２６を挿入する空間を形成している。突起４４はブラケット５を位置決め配置
する。即ち、ブラケット５は、断面略コ形状であり、両片部に設けられた軸孔５ａと、中
間片部に設けられた２つの取付孔５ｂ及び位置決め用孔５ｃ並びに略半円状の切欠部５ｄ
とを有している。そして、ブラケット５は、カバー４に対し孔５ｃを突起４４に係合した
状態に仮装着可能となっている。なお、切欠部５ｄは、仮装着状態等においてカバー４の
対応部に当たってブラケット５の不用意な回転を阻止するガタ防止用である。
【００１４】
前記ロックレバー３０は、全体がカバー４０の内面（背面）側にほぼ収まる細長い部材で
あり、芯部となる本体３１と、本体３１の下左右略中間に設けられた操作部３２と、本体
３１の下両側に設けられた係合部３３と、本体３１の上側にあって複数箇所に突設された
縦リブ３４とを有している。操作部３２は、本体３１に対し両側の係合部３３との間に縦
リブ３７ａ及び切欠部３７ｂを介在した状態で一体化され、又、カバー４の開口４２に配
置される。操作部３２の外面には、手の先（複数本の指）が入る指掛け用の凹部３２ａが
形成されている。係合部３３は略Ｌ形をなし、本体３１に一体化された垂直片３３ａ及び
垂直片３３ａの下前側に突出したフック状の爪部３３ｂを有している。爪部３３ｂは中間
部が欠如されている。各縦リブ３４は、シャフト６を挿通する軸孔３６を形成し、又、リ
ブ同士の間に一段低い段差３５を形成している。なお、各縦リブ３４は、蓋２を開けるた
め図６の左図のごとくロックレバー３０を内側へ押したとき、上端部がカバー４の対応内
面に当たって過剰な回転を防ぐストッパー機能を兼ねている。そして、前記ブラケット５
及び付勢部材７は、本体３１の両側付近で縦リブ３４同士の間にある段差３５等を利用し
て配置される。ブラケット５は軸孔５ａが軸孔３６と、付勢部材７はそのコイル径が軸孔
３６と同軸線上に横並びする設計である。なお、ロックレバー３０の背面には縦横の補強
用リブ３８と、両側付近に位置している付勢部材７の誤組防止用の突部３８ａとが付設さ
れている。
【００１５】
（組立）以上の各部材は、カバー４に組み付けられラッチ装置３としてユニット化される
。この組立作業では、図３のごとくロックレバー３０に対し前記したシャフト６を介して
ブラケット５と付勢部材７とを組み付ける。この要領は、例えば、本体３１に対しシャフ
ト６が一端側を対応縦リブ３４の軸孔３６、ブラケット５の一方軸孔５ａ、付勢部材７の
コイル内径、ブラケット５の他方軸孔５ａと言うように順に挿通する。その後、この組立
体をカバー４に対し組み付ける。この要領は、例えば、両側のブラケット５がカバー４に
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対し孔５ｃを突起４４に係合して仮装着すると、シャフト６が両端を上記したカバー背面
側の対応リブ４８に規制されて抜け止めされる。但し、これは一例であり他の組立手順で
もよい。
【００１６】
　ユニット化されたラッチ装置３は、蓋２に対しカバー４及びブラケット５を介して取り
付けられる。即ち、この組立作業では、カバー側の上面４０ａと横リブ４３との間に蓋２
の取付部２６を押入する。これにより、カバー４は取付部２６に上記した爪４５を介して
仮装着される。その後、カバー４は、取付部２６に対しブラケット５の取付孔５ｂ及び横
リブ４３の不図示の孔を介して止めねじにより固定される。要は、前記止めねじが蓋２に
対するカバー４の本止めと、横リブ４３に対するブラケット５の本止めとを兼ねる。但し
、取付構造は他の構成でもよい。そして、付勢部材７は、以上のようにしてラッチ装置３
を蓋２に取り付けた後、一端側がブラケット５の対応部に係止され、他端側がばね圧を発
現しつつロックレバー３０の背面側に係止される。勿論、ラッチ装置３は、蓋２の両側に
取り付けられるが、ユニット化されているため取扱及び管理が容易となり、しかも蓋２へ
の取付作業も簡単に行える。これもラッチ装置３の優れている点である。また、蓋２は、
ラッチ装置３の装着状態において、カバー４が蓋２の対応部外面と面一となっており、外
観上は細長い操作部３２がカバー４の開口４２に露出されているだけなのでシンプル化さ
れ、外観的にも優れている。
【００１７】
（作動）図５の左図は、蓋２に組み込まれたラッチ装置３の状態を示している。ラッチ装
置３は、通常の態様として、ロックレバー３が付勢部材７の付勢力により係合位置に回動
されている。この係合位置では、係合部３３の下端爪部３３ｂがカバー１の外壁４０のう
ち、開口４２の両側部分４０ｂ（図１参照）の内面に当接規制されている。図５の右図は
、蓋２を箱本体１の上に重ねて蓋閉状態にする過程を示している。この過程では、ロック
レバー３が掛止部１６の軸１７に爪部３３ｂの円弧状の下面を当接し、該当接による応力
により奥側（段差１５の対応する奥側）へ一旦逃げ、爪部３３ｂが掛止部１６の軸１７の
背面側に接しながら下側へ通過する。通過後は、ロックレバー３が付勢部材７の付勢力に
より係合位置に回動されて、爪部３３ｂが軸１７と係合する。なお、この係合は、通常、
蓋２を箱本体１の載せた後、蓋を少し下向きに押すことにより蓋２をロック状態（蓋取付
態様）にする。図６（ａ）及び（ｂ）の右図はその蓋取付態様を示している。この状態で
はシール材２９が箱本体１の開口縁部に圧接している。外観的には、箱本体１の段差１５
がカバー４の外壁４０の下側で覆われており、操作部３２と一段低い部分１５ａとの間の
隙間が狭く（指を挿入不能な程度の隙間）、かつ、係合部３３の爪部３３ｂと段差１５と
の間の隙間も同様に狭くなっている。このため、形態の保冷箱としては、従来保冷箱に比
べて外面の凹凸が少なくシンプル化及び斬新なデザインを呈している。
【００１８】
図６（ａ）及び（ｂ）の左図は、蓋２を箱本体１より外したり、両側のラッチ装置３の一
方を回動ヒンジとした片開きする際の過程を示している。蓋２を外す場合は、複数の指、
つまり手先を操作部３２の凹部３２ａに差し込み、その状態で上へ持ち上げる。細部的に
は、操作部３２が付勢部材７の付勢力に抗して段差１５の手前から奥へ回動され、これと
連動して、係合部３３及び爪部３３ｂが同方向へ回動されるため軸１７に対する爪部３３
ｂの係合が解除される。この形態では、図６（ａ）及び（ｂ）の左図から分かるように、
操作部３２が係合解除時に段差１５の奥、つまり蓋２の内側へ動いているため、蓋２が重
くても、該蓋２を係合解除と連続して持ち上げ可能にしている。これは、ワンタッチ操作
の実現により従来品よりも使い勝手が数段優れているだけではなく、操作部３２を蓋２の
内側へ押圧して係合解除することで課題に挙げたスペース的な制約も同時に緩和できるこ
とを意味している。これに対し、図７は前記した片開き状態を示している。蓋２を片開き
する場合は、両側のラッチ装置３の内、一方ラッチ装置３だけを前記と同様に複数の指、
つまり手先を操作部３２の凹部３２ａに差し込み、その状態から、他方ラッチ装置３を回
動ヒンジとして回動操作することになる。
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【００１９】
　なお、本発明は、請求項１で特定した要件を除いて、上記形態を参考して必要に応じ変
形可能なものである。また、本発明のラッチ装置は、箱本体１に設けられる掛止部と共に
ロック装置、又は、ヒンジ装置として表現することも可能であり、実質的な差異はない。
【００２０】
【発明の効果】
以上説明したとおり、本発明に係る保冷箱のラッチ装置は、蓋に空間部を付設し、ロック
レバー及び操作部の配置や作動方向を変更するだけで、従来保冷箱の課題を一掃して、対
象保冷箱に要求される外観特性を向上したり、デザインの自由度を拡大できる。同時に、
蓋開操作の制約をなくして使い勝手も改善したり向上できる。なお、カバーを介してユニ
ット化すると、製造工程を簡略化したり、製造費を大幅に低減可能にしたり、品質及び信
頼性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　発明を適用した保冷箱を蓋開状態で示す概略的な外観図である。
【図２】　図１の保冷箱に適用されたラッチ装置を示す構成図である。
【図３】　図２のラッチ装置の構成部材同士の関係を示す概略分解図である。
【図４】　図２の構成部材のうち主な部材の細部を示す図である。
【図５】　上記蓋を閉状態にするときのラッチ装置の作動を示す図である。
【図６】　上記蓋閉状態及びラッチ装置を係合解除するときの作動図である。
【図７】　上記蓋を片開き状態にしたときのラッチ装置の作動図である。
【図８】　従来例である保冷箱のラッチ装置を示す課題説明図である。
【符号の説明】
１…箱本体（１５は段差、１６は掛止部、１７は掛止部の軸）
２…蓋（２６は両側の取付部、Ｓは空間部）
３…ラッチ装置
４…カバー（４０は外壁、４０ａは外壁の上面、４０ｂは部分）
５…ブラケット
６…シャフト
７…付勢部材
３０…ロックレバー（３１は本体、３２は開口、３３は係合部）
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